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○議長（吉田敏郎） 

日程第６ 認定第６号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の細部

説明を担当課長に求めます。 

保険健康課長。 

○保険健康課長（高橋靖恵） 

認定第６号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度開成町後期高齢者医療事

業特別会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求め

ます。 

令和元年９月３日提出、開成町長、府川裕一。 

それでは、決算書の２１３ページをお開きください。 

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算総額。歳入、歳入予算現額２億１千８２

１万２千円、歳入決算額２億５９９万３千３２０円。歳出、歳出予算現額２億１千８

２１万２千円、歳出決算額１億９千６００万７千９円。歳入歳出差引額９９８万６千

３１１円、うち基金繰入額０円。 

令和元年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次のページを御覧いただきます。 

歳入でございます。１款の後期高齢者医療保険料から５款の諸収入までとなってお

ります。 

次のページを御覧いただき、こちらは歳出となります。１款の総務費から４款の予

備費までとなっております。 

歳入歳出差引残額につきましては、右下にありますとおり９９８万６千３１１円と

なります。 

それでは、附属資料の説明をさせていただきます。決算書の３０５ページをお開き

ください。 

歳入。こちらですが、３０年度の歳入合計は２億５９９万３千円でございます。２

９年度が１億９千７８５万６千円ですので、プラス８１３万７千円、４．１％の伸び

でございます。 

また、中段の歳出ですが、歳出合計は１億９千６００万７千円です。２９年度が１

億８千８３７万１千円ですので、プラス７６３万６千円、４．１％の伸びとなってお

ります。 

まず、歳入の保険料ですが、１の後期高齢者医療保険料は２年に１回、保険料率等

の改定をしております。保険料率は、平成３０年度と令和元年度の２年ということで

適用されるものとなっております。３０年度の保険料は前年度より８９万６千円の減、

伸び率につきましては０．５％の減となっております。 

歳出を御覧いただきたいと思います。一番上の総務費が１０４万９千円の増、前年

度比較としましては６５．２％の増となっております。 

次の後期高齢者医療広域連合への納付金です。こちらにつきましては６６４万２千
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円の増、前年度対比としましては３．６％の増となっております。 

一番下に表がありまして、３０５ページのところで被保険者の推移の表がございま

す。２６年度からの伸び率は５％から７％台と、被保険者数は年々増加をしておりま

す。 

では、特別会計の事業別説明書で御説明をさせていただきます。特別会計・企業会

計編の説明書をお開きください。３０ページ、３１ページとなります。  

まず、歳入になります。後期高齢者医療保険料、現年度分特別徴収保険料です。収

納総件数は９千５９１件、収納率は１００％となっております。 

続いて、現年度分普通徴収保険料は、普通徴収により納付した保険料でございます。

こちらにつきまして、収納の総件数は３千８８８件、収納率は９９．９％です。  

続いて、過年度分普通徴収保険料です。徴収総件数は５４件で、収納率は２３．５％

です。現年度分、過年度分を合計した収納率は９９．４％、前年度につきましては９

９.１％ですので、０．３％の増でございます。また、対象者の死亡と転出により時

効を迎えた４名につきまして、不納欠損処理を行っております。４名のうち２名につ

きましては、介護保険料の不納欠損対象者と同一であります。 

一つ置きまして、繰入金、一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金です。こちらにつ

きましては、低所得者に係る保険料軽減分と、元被用者保険の被扶養者だった者に係

る保険料軽減分を県負担分４分の３と合わせて一般会計から繰り入れているもので

ございます。 

次のその他一般会計繰入金ですが、保険料徴収等に係る事務費等を一般会計から繰

り入れているものとなっております。 

以下、繰越金等は省略をさせていただきます。 

３２ページ、３３ページをお開きください。こちらは、後期高齢者医療事業の歳出

となっております。 

総務費の一般管理費は、保険料徴収等に係る通知の印刷作成や発送を行う事務費や、

あとはレセプト点検員の賃金を支出するものとなっております。 

続いて、後期高齢者医療広域連合納付金ですが、こちらにつきましては、後期高齢

者医療広域連合へ町が徴収した保険料相当額と、あと軽減分相当額を合わせて納付し

ております。前年度比、プラス６６４万１千６９９万円、３．６％の伸びとなってお

ります。 

一つ置きまして、次の過年度保険料還付金は、死亡者等の過年度保険料の還付を行

ったものによります。 

では、決算書に戻っていただきたいと思います。２２８ページとなります。  

実質収支に関する調書でございます。１、歳入総額が２億５９９万３千円、２、歳

出総額１億９千６００万７千円、３、歳入歳出差引額９９８万６千円、４、翌年度へ

繰り越すべき財源は０円となっております。５、実質収支額、こちらにつきましては

９９８万６千円となります。６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定

による基金繰入額、こちらも０円となっております。 
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説明は以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

認定第６号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の細部説明を終了

します。 

 


